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  自販機特例における３万円未満の判定単位          

Ｑ：いわゆる自販機特例等における３万円

未満はどのように判定するのですか？                            

                                              

Ａ：次のように判定します。 

【解説】  

インボイス制度では、仕入税額控除を受け

るには、一定の帳簿及び請求書等を保存しな

ければなりませんが、売手において適格請求

書の交付義務が免除されている３万円未満の

自動販売機及び自動サービス機からの商品の

購入等又は適格簡易請求書の記載事項(取引

年月日を除く)が記載されている入場券等が

使用の際に回収される課税仕入れ(３万円未

満のものに限る)については、帳簿に仕入れの

相手方の住所又は所在地を記載する必要はな

いとされています。 

これが、いわゆる自販機特例等と言われる

ものです。 

これらの取引に該当するかどうかは、１回

の取引の税込価額が３万円未満かどうかで判

定します。 

具体的には、次のとおりです。 

① 自動販売機で飲料（１本150円）を20本

（3,000円）購入する場合 

⇒１回の商品購入金額（１本150円）で判定 

② 〇〇施設の入場券（１枚2,000円）を４枚

（8,000円）購入し使用する場合 

⇒１回の使用金額（４枚8,000円）で判定 
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